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額
を
い
う
。
）
と
当
該
道
府
県
の
当
該
小
売
年
間
販
売
額
に
相
当
す
る
消

費
以
外
の
消
費
に
相
当
す
る
額
（
消
費
に
関
連
す
る
指
標
で
政
令
で
定
め

る
も
の
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い

う
。）
と
を
合
計
し
て
得
た
額
を
い
う
。

5
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
手

続
そ
の
他
そ
の
執
行
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
地
方
消
費
税
の
市
町
村
に
対
す
る
交
付
）

第
七
十
二
条
の
百
十
五
　
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
額
の

十
七
分
の
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
第
七
十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
に
、
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け
た
金
額
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
つ
た
金
額
に
相

当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
府
県
内
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
し
、
官
報
で
公
示

さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
の
人
口
及
び
統
計
法

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公

表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
の
従
業
者
数
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

2
　
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
額
の
十
七
分
の
七
に
相
当

す
る
額
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け

た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に

支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
府
県
内
の
市

町
村
に
対
し
、
前
項
の
人
口
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
の
二

分
の
一
の
額
を
同
項
の
人
口
で
、
他
の
二
分
の
一
の
額
を
同
項
の
従
業
者

数
で
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
款

　
使
途
等

（
地
方
消
費
税
の
使
途
）

第
七
十
二
条
の
百
十
六

　
道
府
県
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
計
額
か

ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
道
府
県
内
の
市
町
村
に
交
付
し
た
額
を
控
除

し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
、
消
費
税
法
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
費

そ
の
他
社
会
保
障
施
策
（
社
会
福
祉
、
社
会
保
険
及
び
保
健
衛
生
に
関
す

る
施
策
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
も

の
と
す
る
。

2
　
市
町
村
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
か
ら
交
付
を
受
け
た

し
て
、
当
該
税
関
長
に
係
る
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
又
は
申
告
納
付
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
書
類
を
閲
覧
し
、
又
は
記
録
す
る

こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
に

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
税
関
長
は
、
関
係
書
類
を
道
府
県
知
事

又
は
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

3
　
税
関
長
は
、
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
事
務
に
関
し
参
考
と
な
る
べ

き
資
料
又
は
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
貨
物
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
）

第
七
十
二
条
の
百
十
三
　
道
府
県
は
、
国
が
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る

事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
徴
収
取
扱
費
を
国
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
徴
収
取
扱
費
の
算
定

に
関
し
必
要
な
事
項
を
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
通
知
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
第
一
項
の
徴
収
取
扱

費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
四
款

　
清
算
及
び
交
付

（
地
方
消
費
税
の
清
算
）

第
七
十
二
条
の
百
十
四

　
道
府
県
は
、
当
該
道
府
県
に
納
付
さ
れ
た
譲
渡
割

額
に
相
当
す
る
額
及
び
第
七
十
二
条
の
百
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
払
い

込
ま
れ
た
貨
物
割
の
納
付
額
の
合
算
額
の
十
七
分
の
十
に
相
当
す
る
額
か

ら
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減

額
し
た
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
道
府
県
ご
と
の
消
費

に
相
当
す
る
額
に
応
じ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
の
う
ち
他
の
道
府

県
に
係
る
額
を
他
の
道
府
県
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
。

2
　
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
合
算
額
の
十
七
分
の
七
に
相
当
す
る
額

を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す

る
額
に
応
じ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
の
う
ち
他
の
道
府
県
に
係
る

額
を
他
の
道
府
県
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
う
べ
き
金
額
と
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
は
、
関
係
道
府

県
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
相
殺
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
各
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す
る
額
と
は
、

各
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
道
府
県
の
小
売
年
間
販
売
額
（
統
計
法
（
平
成

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ

る
商
業
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務
省
令
で
定
め
る

百
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を
受
け
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

2
　
前
項
の
還
付
を
受
け
た
金
額
の
三
倍
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い

て
は
、
情
状
に
よ
り
、
同
項
の
罰
金
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
百
万
円
を
超
え
当
該
相
当
額
の
三
倍
以
下
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

3
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
第
一
項
の
違

反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の

法
人
又
は
人
に
対
し
、
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金

刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
同
項
の
罪
に
つ
い
て
の
時

効
の
期
間
に
よ
る
。

（
貨
物
割
に
係
る
犯
則
取
締
り
の
特
例
）

第
七
十
二
条
の
百
十
一

　
貨
物
割
に
関
す
る
犯
則
事
件
に
つ
い
て
は
、
税
関

長
又
は
税
関
職
員
を
国
税
局
長
若
し
く
は
税
務
署
長
又
は
収
税
官
吏
と
み

な
し
て
、
国
税
犯
則
取
締
法
の
規
定
（
同
法
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

2
　
国
税
犯
則
取
締
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
犯
則
事
件
を

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
収
税
官
吏
及
び
税
関
職
員
が
発
見
し
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
所

轄
税
務
署
ノ
収
税
官
吏
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
税
務
署
ノ
収
税
官
吏
（
税

関
職
員
ガ
最
初
ニ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
発
見
地
又
ハ
犯
則
物
件
ノ
輸

入
地
若
ハ
納
税
地
所
轄
税
関
ノ
税
関
職
員
）
」
と
、
「
所
轄
国
税
局
ノ
収
税

官
吏
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
国
税
局
ノ
収
税
官
吏
（
税
関
職
員
ガ
最
初
ニ

発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
発
見
地
又
ハ
犯
則
物
件
ノ
輸
入
地
若
ハ
納
税
地

所
轄
税
関
ノ
税
関
職
員
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
す
る
貨

物
割
に
関
す
る
犯
則
事
件
は
、
間
接
国
税
以
外
の
国
税
に
関
す
る
犯
則
事

件
と
し
、
同
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
消
費
税
額

（
消
費
税
に
係
る
延
滞
税
の
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
を
課
税
標
準

と
し
て
課
す
る
貨
物
割
に
関
す
る
犯
則
事
件
は
、
間
接
国
税
に
関
す
る
犯

則
事
件
と
す
る
。

（
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
又
は
申
告
納
付
に
関
す
る
報
告
等
）

第
七
十
二
条
の
百
十
二

　
税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道

府
県
知
事
に
対
し
、
貨
物
割
の
申
告
の
件
数
、
貨
物
割
額
、
貨
物
割
に
係

る
滞
納
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
道
府
県
知
事
は
、
税
関
長
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
事
項
を
示

【誤】
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額
を
い
う
。
）
と
当
該
道
府
県
の
当
該
小
売
年
間
販
売
額
に
相
当
す
る
消

費
以
外
の
消
費
に
相
当
す
る
額
（
消
費
に
関
連
す
る
指
標
で
政
令
で
定
め

る
も
の
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い

う
。）
と
を
合
計
し
て
得
た
額
を
い
う
。

5
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
手

続
そ
の
他
そ
の
執
行
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
地
方
消
費
税
の
市
町
村
に
対
す
る
交
付
）

第
七
十
二
条
の
百
十
五
　
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
額
の

十
七
分
の
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
第
七
十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
に
、
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け
た
金
額
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
つ
た
金
額
に
相

当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
府
県
内
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
し
、
官
報
で
公
示

さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
の
人
口
及
び
統
計
法

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公

表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
の
従
業
者
数
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

2
　
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
額
の
十
七
分
の
七
に
相
当

す
る
額
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け

た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に

支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
府
県
内
の
市

町
村
に
対
し
、
前
項
の
人
口
に
按
分
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
の
二

分
の
一
の
額
を
同
項
の
人
口
で
、
他
の
二
分
の
一
の
額
を
同
項
の
従
業
者

数
で
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
款

　
使
途
等

（
地
方
消
費
税
の
使
途
）

第
七
十
二
条
の
百
十
六

　
道
府
県
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
計
額
か

ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
道
府
県
内
の
市
町
村
に
交
付
し
た
額
を
控
除

し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
、
消
費
税
法
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
費

そ
の
他
社
会
保
障
施
策
（
社
会
福
祉
、
社
会
保
険
及
び
保
健
衛
生
に
関
す

る
施
策
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
も

の
と
す
る
。

2
　
市
町
村
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
か
ら
交
付
を
受
け
た

し
て
、
当
該
税
関
長
に
係
る
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
又
は
申
告
納
付
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
書
類
を
閲
覧
し
、
又
は
記
録
す
る

こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
に

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
税
関
長
は
、
関
係
書
類
を
道
府
県
知
事

又
は
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

3
　
税
関
長
は
、
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
事
務
に
関
し
参
考
と
な
る
べ

き
資
料
又
は
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
貨
物
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
）

第
七
十
二
条
の
百
十
三
　
道
府
県
は
、
国
が
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る

事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
徴
収
取
扱
費
を
国
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
徴
収
取
扱
費
の
算
定

に
関
し
必
要
な
事
項
を
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
通
知
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
第
一
項
の
徴
収
取
扱

費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
四
款

　
清
算
及
び
交
付

（
地
方
消
費
税
の
清
算
）

第
七
十
二
条
の
百
十
四

　
道
府
県
は
、
当
該
道
府
県
に
納
付
さ
れ
た
譲
渡
割

額
に
相
当
す
る
額
及
び
第
七
十
二
条
の
百
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
払
い

込
ま
れ
た
貨
物
割
の
納
付
額
の
合
算
額
の
十
七
分
の
十
に
相
当
す
る
額
か

ら
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減

額
し
た
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
道
府
県
ご
と
の
消
費

に
相
当
す
る
額
に
応
じ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
の
う
ち
他
の
道
府

県
に
係
る
額
を
他
の
道
府
県
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
。

2
　
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
合
算
額
の
十
七
分
の
七
に
相
当
す
る
額

を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す

る
額
に
応
じ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
の
う
ち
他
の
道
府
県
に
係
る

額
を
他
の
道
府
県
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
も
の
と
す
る
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
に
支
払
う
べ
き
金
額
と
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
他
の
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
は
、
関
係
道
府

県
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
相
殺
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
各
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す
る
額
と
は
、

各
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
道
府
県
の
小
売
年
間
販
売
額
（
統
計
法
（
平
成

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ

る
商
業
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務
省
令
で
定
め
る

　
百
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を
受
け
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

2
　
前
項
の
還
付
を
受
け
た
金
額
の
三
倍
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い

て
は
、
情
状
に
よ
り
、
同
項
の
罰
金
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
百
万
円
を
超
え
当
該
相
当
額
の
三
倍
以
下
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

3
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
第
一
項
の
違

反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の

法
人
又
は
人
に
対
し
、
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金

刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
同
項
の
罪
に
つ
い
て
の
時

効
の
期
間
に
よ
る
。

（
貨
物
割
に
係
る
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
の
特
例
）

第
七
十
二
条
の
百
十
一
　
貨
物
割
に
関
す
る
犯
則
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
章

第
十
六
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
税
関
長
又
は
税
関
職
員
を
国
税
局
長

若
し
く
は
税
務
署
長
又
は
国
税
庁
、
国
税
局
若
し
く
は
税
務
署
の
当
該
職

員
と
み
な
し
て
、
国
税
通
則
法
第
十
一
章
（
第
百
五
十
三
条
及
び
第
百
五

十
四
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
国
税
通
則
法
第
百
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
犯
則
事
件
を

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
及
び
税
関
職
員
が
発
見
し
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
税

務
署
の
当
該
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
税
務
署
の
当
該
職
員
（
税
関
職
員
が

最
初
に
発
見
し
た
と
き
は
、
当
該
発
見
地
又
は
犯
則
物
件
の
輸
入
地
若
し

く
は
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
関
の
税
関
職
員
）
」
と
、
「
国
税
局
の
当
該
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
国
税
局
の
当
該
職
員
（
税
関
職
員
が
最
初
に
発
見
し

た
と
き
は
、
当
該
発
見
地
又
は
犯
則
物
件
の
輸
入
地
若
し
く
は
納
税
地
を

所
轄
す
る
税
関
の
税
関
職
員
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
す
る
貨

物
割
に
関
す
る
犯
則
事
件
は
、
間
接
国
税
以
外
の
国
税
に
関
す
る
犯
則
事

件
と
し
、
同
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
消
費
税
額

（
消
費
税
に
係
る
延
滞
税
の
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
を
課
税
標
準

と
し
て
課
す
る
貨
物
割
に
関
す
る
犯
則
事
件
は
、
間
接
国
税
に
関
す
る
犯

則
事
件
と
す
る
。

（
貨
物
割
の
賦
課
徴
収
又
は
申
告
納
付
に
関
す
る
報
告
等
）

第
七
十
二
条
の
百
十
二

　
税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道

府
県
知
事
に
対
し
、
貨
物
割
の
申
告
の
件
数
、
貨
物
割
額
、
貨
物
割
に
係

る
滞
納
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
道
府
県
知
事
は
、
税
関
長
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
事
項
を
示

【正】
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